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(57)【要約】
【課題】　コンテンツを閲覧した複数のユーザの好みを
考慮したアルバムやダイジェストを自動で作成する。
【解決手段】　再生された複数のコンテンツを閲覧した
複数のユーザの反応を取得（Ｓ３０４、Ｓ３０６）し、
この取得された複数のユーザの反応に基づき、前記再生
された複数のコンテンツの優先度を決定し（Ｓ３０８）
、決定された優先度に基づいてアルバムを作成する（Ｓ
３０９）。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生された複数のコンテンツを閲覧した複数のユーザの反応を取得する取得手段と、
　前記取得手段で取得された複数のユーザの反応に基づき、前記複数のコンテンツの優先
度を決定する決定手段と、
　前記決定手段で決定された優先度に基づいて、前記複数のコンテンツを配置することに
よりアルバムを作成する作成手段と
を有することを特徴とするアルバム作成装置。
【請求項２】
　前記取得手段によって取得するユーザの反応とは、少なくともユーザの声の内容、ユー
ザの数、ユーザの声の音量、ユーザの操作であることを特徴とする請求項１に記載のアル
バム作成装置。
【請求項３】
　記録部を更に有し、前記それぞれのユーザの反応とコンテンツを対応付けて記録するこ
とを特徴とする請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記コンテンツ毎に前記ユーザの反応をポイント化するポイント算出
手段を更に有し、該ポイント決定手段は、前記ポイント算出手段によるポイントに応じて
コンテンツの優先度を決定することを特徴とする請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、ネットワークを介して接続された複数の装置で再生されたコンテンツ
を閲覧した複数のユーザの反応を取得することを特徴とする請求項１に記載のアルバム作
成装置。
【請求項６】
　前記コンテンツが動画の場合、前記作成手段は、前記アルバムとして、ダイジェストを
作成することを特徴とする請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項７】
　前記ユーザの声の内容を認識する認識手段を更に有することを特徴とする請求項２に記
載のアルバム作成装置。
【請求項８】
　背景選択手段を更に備え、
　該背景選択手段は、前記認識手段によって認識された内容に応じて背景を選択すること
を特徴とする請求項７に記載のアルバム作成装置。
【請求項９】
　前記作成手段は、前記認識手段によって認識された内容を、前記コンテンツと共に配置
することを特徴とする請求項７に記載のアルバム作成装置。
【請求項１０】
　前記作成手段は、１のコンテンツに前記認識手段によって認識された複数の内容を配置
することを特徴とする請求項９に記載のアルバム作成装置。
【請求項１１】
　前記作成手段は、前記決定手段で決定された優先度に基づいて、予め決められた枚数の
コンテンツを配置することを特徴とする請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１２】
　前記作成手段は、前記決定手段で決定された優先度に基づいて、前記コンテンツの大き
さを決定して配置することを特徴とする請求項１に記載のアルバム作成装置。
【請求項１３】
　再生された複数のコンテンツを閲覧した複数のユーザの反応を取得手段が取得する取得
工程と、
　前記取得工程で取得された複数のユーザの反応に基づき、前記複数のコンテンツの優先
度を決定手段が決定する決定工程と、
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　前記決定工程で決定された優先度に基づいて、前記複数のコンテンツを配置することに
よりアルバムを作成手段が作成する作成工程と
を有することを特徴とするアルバム作成装置の制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載されたアルバム作成装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のコンテンツからアルバムを作成するアルバム作成装置、アルバム作成
方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した静止画や動画などの画像デー
タをテレビで複数人と視聴したり、遠隔地にいる人とテレビで同時に視聴したりするよう
な楽しみ方が増えてきている。そして、視聴した後にアルバムを作成して、視聴したコン
テンツをふり返って楽しんだり、視聴した内容のダイジェストを保存しておいたりするこ
ともできる。
　デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した静止画や動画などの画像データから
アルバムを作成するには、画像データの再生中や、再生後にユーザがリモコン、マウスな
どで操作して画像を選択し、背景などのレイアウトを選択する必要があった。この作業負
担を軽減するために、特許文献１では、入力した複数の画像データのそれぞれの画像デー
タから顔画像を検出して被写体としての重要度を求めて、画像データの重要度を算出した
。
　そして、その重要度から画像データのレイアウトを決定して、自動でアルバムを作成す
る方法が提案されている。
【０００３】
　また、特許文献２では、動画像データを再生時に再生操作を行っている瞬間にユーザが
発した笑い声や歓声といった音声データを記録し、その音声データを解析した結果を用い
ることによって、ユーザの好みにあった箇所を抽出する方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０４９３８７号公報
【特許文献２】特開２０１０－０９８６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１のように画像データに含まれる情報を使用した場合は、
再生中のユーザの反応が反映されることがないため、ユーザにとって重要な画像が必ずし
も重要度の高い画像とはならない課題があった。
【０００６】
　また、特許文献２では１人のユーザが発した音声データを使用しているが、複数のユー
ザがいる場合、必ずしも皆が同じ反応とは限らないので、複数のユーザの好みにあった箇
所を抽出することができないという課題があった。
　そこで、本発明は上記問題を鑑みてなされたものであり、コンテンツを閲覧した複数の
ユーザの好みにあったアルバムを自動で作成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための本発明のアルバム作成装置は以下の構成を備える。すなわ
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ち、再生されたコンテンツを閲覧した複数のユーザの反応を取得する取得手段と、前記取
得手段で取得された複数のユーザの反応に基づき、前記再生されたコンテンツの優先度を
決定する決定手段と、前記決定手段で決定された優先度に基づき、前記コンテンツが配置
されたアルバムを作成する作成手段とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複数のユーザの好みを考慮したアルバムやダイジェストを自動で作成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を実施するためのコンテンツ再生装置のハードウェア構成を示す図である
。
【図２】本発明の実施形態１におけるコンテンツ再生装置の機能構成を示すブロック図で
ある。
【図３】本発明の実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態の候補順位の算出方法を説明するためのフローチャートである
。
【図５】本発明の実施形態の画像をアルバムに配置する方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図６】本発明の実施形態におけるコンテンツ再生装置の関係を説明するための図である
。
【図７】本発明の実施形態における記録しておいた交信情報の内容の例を説明するための
図である。
【図８】本発明の実施形態における画像を配置した場合の例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の好適な実施形態について添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　（実施形態１）
　第１の実施形態は、遠隔地にいる複数のユーザが同じコンテンツを共有して同時に閲覧
するための同期再生システムである。同期再生システムでは、複数のユーザがネットワー
クに接続されたコンテンツ再生装置により同じコンテンツを同時に閲覧する。ネットワー
クに接続されたコンテンツ再生装置は、コンテンツを送信する送信機能と、コンテンツを
受信する受信機能を兼ね備えている。
【００１２】
　以下では、送信機能を使用するコンテンツ再生装置を送信機器とし、受信機能を使用す
るコンテンツ再生装置を受信機器とする。本実施形態は、１台の送信機器と複数台の受信
機器から構成され、送信機器は、コンテンツを送信する際、複数の受信機器において、同
時にコンテンツが再生されるよう、コンテンツの送信を制御する。
【００１３】
　以下，図面を参照して本発明の実施形態１を詳細に説明する。実施形態１において、本
発明のアルバム作成装置に図１のコンテンツ再生装置１００を適用して説明する。
　図１は本発明の実施形態１でアルバム作成装置に適用するコンテンツ再生装置１００の
ハードウェア構成図である。図１において、１０１はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であり、情報処理のための演算，論理判断等を行い、システム
バス１１１を介して，それらのバスに接続された各構成要素を制御する。後述するフロー
チャートの処理も、ＣＰＵ１０１が行う。
【００１４】
　１０２は読出し専用の固定メモリＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり
、本実施形態で実行される処理プログラム等の制御プログラムコードを記憶する。１０３
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は書き込み可能なＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）であり、各構成
要素からの各種データの一時記憶に用いられる。１０４は入力装置であり、リモコン１０
５での指示が入力される。
【００１５】
　１０７は液晶パネル等の表示装置であり、その表示装置における画像情報の表示を表示
コントローラ１０６で制御する。１０８は外部記憶装置であり、コンテンツやコンテンツ
を配置するためのアルバムのテンプレートや、アルバムの背景等が格納される。また、こ
れらのデータを格納する記憶媒体としては、メモリカード、ＨＤＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭなど
を用いることができる。１０９は通信装置であり、インターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、無線ＬＡＮなどの通信網１１０を介して複数の機器と接
続することができる。
【００１６】
　かかる各構成要素からなるコンテンツ再生装置においては、入力装置１０４からの各種
の入力及び通信装置１０９から供給されるネットワーク経由の各種入力に応じて作動する
ものである。よって、入力装置１０４からの入力及び通信装置１０９からの入力が供給さ
れると、まず、インタラプト信号がＣＰＵ１０１に送られる。そして、そのＣＰＵ１０１
がＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、外部記憶装置１０８に記憶してある各種の制御信号を読
出し、それらの制御信号に従って、各種の制御が行われる。
【００１７】
　また、本発明に係わるプログラムを格納した記憶媒体をシステムあるいは装置等のコン
ピュータに供給し、そのシステムあるいは装置が、記憶媒体に格納されたプログラムコー
ドを読み出し実行することによっても本発明は達成される。
【００１８】
　図２は、本発明の実施形態１におけるコンテンツ再生装置の機能構成を示すブロック図
である。ここでは、コンテンツとして静止画を例にとって説明する。図２において、２０
０の送信機器の２０１は、再生機器管理部であり、同時に再生を行う２２０の受信機器の
情報を管理する。例えば，本発明の実施例ではユーザのパーソナル情報、嗜好情報等を取
得する。
　２０２は、コンテンツ送信部であり、コンテンツを送信する。再生するコンテンツの部
分を送信する方法もあるし、全コンテンツを予め送信しておき、再生方法を後から送信す
る方法もある。２０３は、コンテンツ再生部であり、コンテンツを再生する。
【００１９】
　２２０の受信機器の２２１は、コンテンツ受信部であり、２００の送信機器の２０２コ
ンテンツ送信部が送信したデータを受信する。２２２は、コンテンツ再生部であり、２２
１のコンテンツ受信部で受信したコンテンツを再生する。２０４は再生操作記録部で、再
生操作（一時停止、戻る等）を記録しておく。２０５、２２３はコメント送信部で、コメ
ント（音声データ、テキストデータ等）を送信する。ここで、コメントとは、音声データ
の場合は、ユーザが発した音声で、歓声や笑い声などを含む。コメント送信部はマイク機
能やテキストデータ入力機能を有し、入力された音声データやテキストデータを送信する
。２０６、２２４はコメント受信部で、コメントを受信する。これで、ユーザは、機器間
で話をしながら、コンテンツを再生できる。２０７はコメント交信記録部で、送信元、コ
メント交信内容等を記録する。コメントが音声データの場合は、２１０の音声認識部で音
声認識して、内容をテキストデータに変換して、テキストデータを記録してもよい。さら
に男女等の解析結果や、音量も記録しておく。
【００２０】
　２１１は操作ポイント算出部で、２０４の再生操作記録部で記録した再生操作から、再
生時間を算出して操作ポイントを算出する。また、再生操作の回数、例えば「一時停止」
の回数で、操作ポイントの算出をしてもよい。２１２は交信ポイント算出部で、２０７の
コメント交信記録部で記録したコメント交信情報から、交信数ポイントや音量ポイント、
２１３の内容ポイント登録部で登録したポイントで算出した内容ポイントから、交信ポイ
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ントを算出する。
【００２１】
　そして、２０８の画像候補選択部で、２１１の操作ポイント算出部で算出した操作ポイ
ントと、２１２の交信ポイント算出部で算出した交信ポイントから、画像候補を選択する
。２０９は画像レイアウト部で、選択した画像をレイアウトし、２１４の内容背景登録部
にコメントの内容のキーワードとアルバムの背景の対応を登録しておき、キーワードと一
致するコメントがある場合、アルバムの背景を登録している背景にして、アルバムを作成
する。
【００２２】
　図３は、本発明の実施形態を説明するためのフローチャートである。
　同期再生システムは、送信機器と複数の受信機器から構成されるが、以下では、１台の
送信機器と３台の受信機器を例にして説明する。送信機器は、制御を開始したら、Ｓ３０
１で、同時にコンテンツを再生する複数のコンテンツ再生装置のユーザの情報を取得し、
再生機器管理部２０１で管理する。
【００２３】
　例えば、図６のように本発明のコンテンツ再生装置（装置Ａ、Ｂ、Ｃ、及び、Ｄ）が接
続されている場合、コンテンツ再生装置Ａは送信機能を使用し、コンテンツ再生装置Ｂ、
Ｃ、及び、Ｄは受信機能を使用しているとする。コンテンツ再生装置Ａは、コンテンツ再
生装置Ｂ、Ｃ、及び、Ｄのユーザ情報を取得し、管理する。
【００２４】
　そして、Ｓ３０２で、同時にコンテンツを再生する。ここでは複数の静止画を順に再生
していく例を説明する。コンテンツ再生装置Ａはコンテンツ送信部２０２から同時に再生
するコンテンツを送信し、コンテンツ再生装置Ｂ、Ｃ、及び、Ｄはコンテンツ受信部２２
１でコンテンツを受信し、コンテンツ再生部２２２で、コンテンツを再生する。コンテン
ツ再生装置Ａもコンテンツ再生部２０３でコンテンツを再生し、４台のコンテンツ再生装
置でコンテンツの再生を開始する。
【００２５】
　Ｓ３０３で、ユーザの反応として、交信情報（コメントの送受信）があるかをコメント
受信部２０６、コメント送信部２０５でコメントを送受信したかによって判断し、交信情
報がない場合は、Ｓ３０５に進む。Ｓ３０３で、交信情報がある場合、Ｓ３０４で、コメ
ントを送信している装置と再生位置、交信情報、音声データの場合は音量をコメント交信
記録部２０７に記録しておく。
【００２６】
　ここで、交信情報が音声データの場合は、音声認識部２１１で音声認識し、交信内容を
テキストにして記録してもよい。また、音声データを解析して、性別（男女）、人名等も
判別できる場合は、記録しておく。交信情報が文字情報の場合は、発信機器と文字情報を
記録する。
　そして、Ｓ３０５で、ユーザの反応として、再生操作がないかを判断し、ない場合は、
Ｓ３０７に進む。Ｓ３０５で、再生操作があった場合、Ｓ３０６で、再生位置と再生操作
情報を再生操作記録部２０４に記録する。
　そして、Ｓ３０７で、再生が終了したかを判断する。再生が終了していない場合は、Ｓ
３０３に戻る。再生を開始すると、再生を停止するまでの間、常に交信情報、及び、再生
操作を検出し、交信情報や再生操作情報を記録する。コンテンツの再生が終了した場合は
、Ｓ３０８で、Ｓ３０４で記録した交信情報とＳ３０６で記録した再生操作情報をポイン
ト化し、ポイントに応じて各コンテンツのアルバムにする画像の候補順位をつける。詳細
は、図４で説明する。
　そして、Ｓ３０９で、候補順位と、交信内容にしたがって、アルバムに画像を配置する
。詳細は、図５で説明する。そして、Ｓ３１０でアルバムを出力する。
【００２７】
　図４は、Ｓ３０８の候補順位の算出方法を説明するためのフローチャートである。
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　Ｓ４０１～Ｓ４０３で、Ｓ３０４でコメント交信記録部２０７に記録した交信情報から
ポイントを算出する。Ｓ４０１で、Ｓ３０４で記録しておいた交信情報の装置から、画像
毎の交信したユーザの数（装置の数）を合計し、交信数ポイントを算出する。
【００２８】
　図７は、記録しておいた交信情報の内容の例である。ここで、交信した装置の数を画像
毎に出して、交信数ポイントとしている。Ｓ４０２で、Ｓ３０４で記録しておいた交信情
報の内容で、内容ポイントを算出する。
　図７に記録しておいたコンテンツ毎の交信情報の内容の例を示す。内容のキーワードに
対応したポイントを内容ポイント登録部に登録しておく。肯定的な言葉にはプラスポイン
ト、否定的な言葉にはマイナスポイント、意味がない言葉は０ポイントを設定しておく。
　図７の例で内容ポイントを説明する。「えー」、「うーん」は－１ポイント、「うん」
は０ポイントが内容ポイント登録部に登録してあるとする。それ以外の内容は、１ポイン
トとする。画像１は機器Ａの「わあ」が１ポイント、機器Ｄの「うん」は０ポイントに登
録してある「うん」なので０ポイントとなり、内容ポイントは、足して１ポイントとなる
。
【００２９】
　同様に、画像２は、機器Ｂの「えー」が－１ポイント、機器Ｄの「うん」が０ポイント
で、内容ポイントは、－１ポイントとなる。同様にして、画像３は、３ポイント、画像４
は０ポイント、画像５は３ポイント、画像６は２ポイントとなる。この例では、内容をテ
キストに変換して、キーワードと比較してポイントを決定しているが、音声データをその
まま記録しておき、登録しておいた音声データと比較を行ってポイントを決定してもよい
。
【００３０】
　次にＳ４０３で、Ｓ３０４で音声データのとき記録しておいた音量で、音量ポイントを
算出する。画像毎に各機器の音量を合計してポイントを出してもよい。また、機器毎や人
毎に音量に対するポイントを決めておいて、画像毎のポイントを合計してもよい。このと
き、内容ポイント登録部に登録してある内容ポイントと音量ポイントをかけ算して、画像
毎に合計してもよい。
【００３１】
　図７の例では、内容ポイント登録部に登録してある内容ポイントと音量をかけて、ポイ
ントを算出している。画像１は機器Ａの「わあ」が１ポイントに音量の４をかけて４ポイ
ント、機器Ｄの「うん」が０ポイントで音量の２をかけて０ポイントで、音量ポイントは
、足して４ポイントとなる。同様にして、画像毎の音量ポイントを算出する。
【００３２】
　Ｓ４０４では、Ｓ３０４で記録しておいた再生操作から操作ポイントを算出する。ここ
では、再生操作から、表示時間を求めて、操作ポイントを算出する。図７の例では、再生
操作から各画像の表示時間を算出し、表示時間５秒を１ポイントとして、操作ポイントを
算出している。また、再生操作毎にポイントを決めておき、画像毎の再生操作の回数で操
作ポイントを算出してもよい。
【００３３】
　そして、Ｓ４０５で、交信情報から算出した交信ポイントと再生操作から算出した操作
ポイントを合計し、合計ポイントが高いものを優先度が高いコンテンツとして候補順位を
つける。交信情報や再生操作のどちらか重点をおきたい方のポイントを高くして、候補を
決めてもよい。また、候補をさらに絞るために公知の技術により、画像の画質を判定して
、ポイントで候補順位をつけた上位候補から、画質がよい画像を抽出してもよい。
【００３４】
　また、類似している画像がある場合は、類似画像から画質のよい画像を選択して、ポイ
ントは類似画像の合計にしてもよい。また、各機器向け用に各機器の嗜好情報と画像のメ
タデータを照合して一致する画像を抽出してもよい。図７の例では、交信情報から算出し
たポイントを交信内容も考慮して算出した音量ポイントとし、操作ポイントと合計して、
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画像のポイントとした。そして、候補順位は、画像５、画像３、画像１、画像６、画像４
、画像２の順となった。
【００３５】
　図５は、Ｓ３０９の画像をアルバムに配置する方法を説明するためのフローチャートで
ある。Ｓ５０１でアルバムにする画像を決める。アルバムにする画像の枚数は予め決めら
れた枚数にしていてもよいし、ユーザが再生を開始する前に枚数を含めたテンプレートを
設定できてもよい。また、内容ポイントがプラスの画像をすべてにしてもよいし、音量ポ
イントがプラスの画像をすべてにしてもよい。
　そして、Ｓ５０２で、テンプレートを決める。テンプレートには１ページに何枚配置す
るかなどを決めている。予め決められたテンプレートを使用してもよい。
　そして、Ｓ５０３で、交信した交信情報の内容から、背景を決める。内容と背景の対応
を予め内容背景登録部２１４に登録しておく。そして、各ページに配置する画像に対応す
るコメントの内容から背景を決める。
【００３６】
　Ｓ５０４で、候補順位により、画像の大きさを決め、配置する。時系列に配置していき
、ページ内で、候補順位の高い方から、画像の大きさを大きくして配置する。なお、ここ
では時系列順で説明しているが、もちろん他の順序であってもかまわない。そして、画像
の大きさを変えないテンプレートを選択している場合は、同じ大きさで配置する。
【００３７】
　図８（ａ）に画像の配置の例を示す。ここでは、図７の例で、上位４枚（画像５、画像
３、画像１、画像６の候補順）を使用して、画像の大きさを変えて配置している。画像５
のポイントが他の３枚の画像よりポイントが高いので大きくして、３枚はポイントがほぼ
同じなので、同じ大きさで配置している。
【００３８】
　また、コメントも配置するテンプレートを選択している場合は、コメントも配置する。
コメントのフォントは、女性の声と男性の声で変えてもよい。図８（ｂ）は、コメントを
配置した場合の例である。内容ポイントがマイナスや０のコメントは配置していない。ま
た、１つの画像に複数のユーザからのコメントを配置している。そして、男女により、フ
ォントを変えている。
　更に、コメント更新記録部２０７にコメントの受信した時間を記録しておき、コメント
が発された時間順にコメントを配置してもよい。
【００３９】
　また、「かわいい」に対応する背景が内容背景登録部２１４に登録されているとする。
そして、図示しないが、背景選択手段を備え、コメント中に「かわいい」があるので、こ
の背景選択手段が、内容背景登録部２１４から、「かわいい」に対応する背景を選択する
。また、同じページに異なる登録背景にマッチするコメントがあった場合は、画像が異な
る場合は、候補順位が高い画像の背景、同じ画像の場合は、送信した人数が多い方のコメ
ントの背景にするなどして、背景を決める。
【００４０】
　このようにして、コンテンツの再生中に交信情報容や再生操作を記録しておくことによ
り、複数のユーザの反応を反映して、複数のユーザの好みにあったアルバムを自動で作成
することができる。
【００４１】
　（実施形態２）
　次に、本発明に係る実施形態２について説明する。基本的な構成は図１、図２で説明し
たものと同様である。
　実施形態１では、一つの送信装置と複数の受信装置から構成されていた。の実施形態２
では、アルバム作成装置で適用するコンテンツ再生装置は、１台のコンテンツ再生装置の
みで構成され、このコンテンツ再生装置で再生されたコンテンツを複数のユーザで閲覧す
る。コンテンツ再生装置にはユーザごとにマイクが用意されているものとする。この場合
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、個々のユーザの歓声やコメントを区別することができるため、複数のマイクを実施例１
での複数のコメント送信部に相当するとみなすことにより、同様に実現することが可能で
ある。
【００４２】
　（実施形態３）
　次に、本発明に係る実施形態３について説明する。基本的な構成は図１、図２で説明し
たものと同様である。
　実施形態２ではマイクが複数用意されていたが，実施形態３ではコンテンツ再生装置に
マイクが１台だけ接続されている。この場合，話者認識技術を利用することによって，個
々のユーザの歓声やコメントを区別することができるので，実施形態２と同様に実現する
ことが可能である。
【００４３】
　（実施形態４）
　次に本発明に係る実施形態４について説明する。基本的な構成は図１、図２で説明した
ものと同様である。
　上記実施形態では、コンテンツが静止画の場合で説明したが、コンテンツが動画の場合
でも、本発明は実施可能である。動画の場合は、ある一定の間隔で区切った区間や、シー
ンを実施形態１での静止画に相当するとみなす。そして、交信情報や再生操作を記録して
おくことにより、区間毎やシーン毎にポイントを算出することができる。そして、区間毎
やシーン毎に候補順位をつけ、公知の技術により、その区間やシーンから１枚の画像（代
表シーン等）を作成することにより、アルバムを作成することができる。また、１枚の画
像を作成せずに候補順位のあるポイント以上の区間や、ある時間に収まる候補順位の区間
を切り出して、ダイジェストを作成することもできる。
【００４４】
　（実施形態５）
　次に本発明に係る実施形態５について説明する。基本的な構成は図１、図２で説明した
ものと同様である。
　以上の実施形態では、画像の候補順位をつけるのに交信ポイントと操作ポイントの両方
を使用したが、どちらかのポイントだけで、候補順位をつけてもよい。
【００４５】
　（実施形態６）
　次に本発明に係る実施形態６について説明する。基本的な構成は図１、図２で説明した
ものと同様である。
　以上の実施形態では、複数のユーザに共通のアルバムを作成したが、ユーザ毎に交信ポ
イントと操作ポイントを算出して、実施形態１と同様の方法によって、ユーザ毎に画像を
選択することにより、各ユーザに適したアルバムを個別に作成することも可能である。
【００４６】
　以上、実施形態１～６で説明したように、本発明によれば複数のユーザの好みを考慮し
たアルバムやダイジェストを自動で作成することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　ＲＡＭ
　１０４　入力装置
　１０５　リモコン
　１０６　表示コントローラ
　１０７　表示装置
　１０８　外部記憶装置
　１０９　通信装置
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　１１０　通信網
　１１１　システムバス

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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